
入会金及び会費規則 
 
 
（通則） 

第１条  社団法人海外環境協力センタ－定款第７条に規定する会員の入会金及び会費につ  

いては、この規則の定めるところによる。 

 

（入会金） 

第２条  定款第５条第１号及び第２号に規定する会員の入会金は、２００万円とし、入会

時に一括して納入するものとする。 

 

（会費） 

第３条  定款第５条第１号及び第２号に規定する会員の会費の額は毎会計年度３０万円と

し、同条第３号に規定する会員の会費の額は、毎会計年度１０万円とし、毎年６月３０

日までに一括して納入するものとする。ただし、同条第３号に規定する会員のうち、地

方自治体については、会費を免除する。 

２  新規加入の会員は、入会時に当該年度の会費を一括納入するものとする。ただし、１０月

1日より３月３１日までの間に入会する場合には、当該年度の会費は、それぞれの半額と

する。 

 

    附  則 

  この規則は、平成２年３月２９日より施行する。 

 

    附  則（平成１０年６月９日改正） 

１  平成１０年度から当分の間、会員の入会金については、本規則第２条の規定にかかわ

らず、免除することができるものとする。 

２  この附則の改正規定は、平成１０年６月９日から施行する。 

 

  附 則（平成１８年３月１６日改正） 

１  この改正規定は、平成１８年４月１日から施行する。 

２  平成１８年度及び平成１９年度の会員の入会金については、改正後の第２条の規定に

かかわらず、免除することができるものとする。 

 

  附 則（平成２０年３月１３日改正） 

１  この改正規定は、平成２０年４月１日から施行する。 

２  平成２０年度及び平成２１年度の会員の入会金については、第２条の規定にかかわら



ず、免除することができるものとする。 

 

  附 則（平成２１年３月１２日一部改正） 

 この改正規則は、平成２１年４月１日から施行する。 

 

 

 


